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厚生労働省医薬食品局血液対策課 

 

 

 

【概要】 

■  「新型インフルエンザワクチン開発・生産体制整備臨時特例交付金」交付

事業により、新型インフルエンザの発生・流行時に必要な全国民分のワクチ

ンを約半年で製造できる体制を５年を目途に構築 

 

【実績】 

■ 2010 年７月、「新型インフルエンザワクチン開発・生産体制整備臨時特例交

付金」の第１次交付の対象事業として、以下の３事業を採択 

①  細胞培養法開発事業（実験プラント整備事業、増殖性試験等実施事業） 

－(財)化学及血清療法研究所、(学)北里研究所、武田薬品工業(株)、

(株)ＵＭＮファーマ 

②  鶏卵培養法生産能力強化事業 －(財)化学及血清療法研究所 

③  「第３世代ワクチン開発」等推進事業 －テルモ(株)、(財)阪大微生

物病研究会 

 

【今後の取組】 

■  「新型インフルエンザワクチン開発・生産体制整備臨時特例交付金」の第

２次交付事業として、細胞培養法開発について実生産工場整備等のための公

募を行い、評価委員会において専門的・学術的観点等からの評価を経て、採

択（2011 年第２四半期予定）。 

 

新型インフルエンザワクチン開発基盤 
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文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 

 

 

 

 

【概要】 

■ 「創薬等支援技術基盤プラットフォーム」として整備された技術開発拠点

（創薬等のターゲットとなるタンパク質の試料を創る拠点、世界最高性能の

タンパク質の構造を解析する拠点、創薬等の候補となる化合物を探索する拠

点等）について、創薬研究等を行う研究者等が広く活用できるよう外部開放

を進めながら創薬研究を推進。平成 23 年度は、独立行政法人理化学研究所、

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構、国立大学法人東京大学

等で実施。 

 

【アウトカム】 

 大学、研究機関、企業等における研究者等による創薬の研究開発に貢献 

 

【今後の取組】 

■ 検討会を設置し、創薬・医療技術支援基盤に係る基本的考え方を取りまとめ、

公表。 

■ 平成 24 年度から、「創薬等支援技術基盤プラットフォーム」を発展させ、

検討会の取りまとめを受け、創薬に活用可能な最先端研究施設等を支援する

こと等により、必要な基盤をオールジャパンとして活用できる体制整備をめ

ざす。 

 

※新たなライフサイエンス研究の構築と展開（科学技術･学術審議会研究計画･評価分科会ライ  

フサイエンス委員会）参考資料より 

創薬等支援技術基盤プラットフォームの整備 
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文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官（地域科学技術担当）付 

経済産業省経済産業政策局地域経済産業グループ地域技術課 

 

 

【概要】 

■ 関係府省が連携し、産学連携など大学・研究機関における研究成果を地域の活性化につな

げるため、大学の研究段階から事業化に至るまでの支援をシームレスに展開できるよう、

各地域の構想を実効的に推進するためのイノベーション推進協議会（仮称）の設置を推進

し、関係府省の施策を総動員して地域の主体的かつ優れた構想を支援するシステムを構築

する。 

 

【今後の取組】 

■ 関係府省連携の下、支援地域の選定を 2011 年度初頭に行い、地域が主体的に行う地域イ

ノベーション創出のための共同研究開発等の推進に向けた取組を開始する。 

■ 文部科学省では、｢地域イノベーション戦略支援プログラム｣（新規：平成２３年度事業規

模１１１億円）によりソフト・ヒューマンを重視した支援を行う。 

■ 経済産業省では、「地域新成長産業創出促進事業（平成 23 年度事業規模 13.0 億円の内数）」

などの事業により支援を行う。 

 

【アウトカム】 

■ 地域レベルでの様々な問題解決に向けた取組を促し、これを国全体、さらにはグローバル

に展開することで、我が国の持続的な成長につながる。 

 

 

 

 

地域イノベーションシステムの構築 

共同選定
国

地域ポテンシャルの優位性、戦略の妥当性・実現可能性、出口戦略の明確性等の観点から審査

金融機関
イノベ推進機関等

提案

地域の戦略を実効的に推進するためのイノベーション推進協議会（仮称）

関係府省

自治体

オブザーバー参加オブザーバー参加

文科省

地域の大学等
Ａ大学

中核となる研究機関

Ｂ高専

Ｃ
公設試 Ｄ大学

知のネットワーク

企業群

地域

ソフト・ヒューマンを重点支援ソフト・ヒューマンを重点支援

地域の大学等研究機関の連携による
地域貢献機能の強化を図るため、ソフト・
ヒューマンを重視した支援とする。

◇大学等の知のネットワーク構築支援

◇地域の戦略の中核を担う研究者の集積

人材の育成に資するプログラム開発の
ための人件費、事業実施費を補助。

◇地域の戦略実現のための人材育成

設備・機器利用者に対する技術支援
スタッフの配置にかかる経費を補助

◇地域の研究機関等での設備共用化支援

研究者を当該地域以外から招聘のための
人件費及び研究費を補助。

「地域連携コーディネータ（仮称）」の
配置等に係る経費を補助。

【文科省の支援メニュー 】

大学の研究段階から事業化に至るまで
シームレスに展開できるよう、関係府省の施
策を総動員して支援するシステムを構築する。

【関係府省の支援メニュー】
（経済産業省）
◇産業界ネットワークの形成支援
◇事業化フェーズの研究開発費
◇産業集積のための企業立地支援
（農林水産省）
◇農林水産分野の実用化技術開発支援

等

関係府省の施策を総動員関係府省の施策を総動員

関係府省の施策を総動員して支援するイメージ図 
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特許庁総務部普及支援課 

 

 

 

 

【概要】 

 中小企業数は約 420 万社と全企業数の 99%以上を占め、我が国のイノベーションを進展させ

る上で中小企業の役割は大きいと言われているが、中小企業の特許出願比率は約 10～12%

と低迷。 

 「地域における中小企業の知財相談窓口が分からない」との中小企業の声に応えるため、

中小企業の悩みをワンストップで解決する地域の相談窓口を都道府県毎に設置するなど、

支援の体制面の整備を進めるとともに、中小企業が事業化や海外展開に知財を活用できる

よう支援策の内容面の充実を図る。 

 

【アウトカム】 

 中小企業に適切な知財に関するアドバイスをすることで、中小企業の知財活用を促進し、

ひいては我が国のイノベーションを促進する。 

 

【今後の取組】 

 ２０１１年４月より、中小企業が抱える知財に関する悩みを一元的に受けつける相談窓口

を都道府県ごとに整備し、ワンストップで課題を解決するサービスを提供する事業を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

ベンチャー・中小企業の知財マネジメントの強化 

（ワンストップ相談窓口の整備） 

金融機関

来訪する中小企業へ
の窓口案内

知財総合支援窓口

中小企業

支
援

相
談

弁理士Navi 弁護士
知財ネット

窓口支援担当

経産局（特許室）

地域における総
合調整機能など

中小企業基
盤整備機構

経営支援など

JETRO

海外侵害情報の提供、
海外展開支援など技術協力・費用

助成など

INPIT

人材育成
支援など

必要に応じて窓口に常駐する弁理
士や弁護士等の知財専門家が解
決支援

知財支援人材
データベース

公設試等
支援機関

知財専門家

支援人材データベースを活用した
知財専門家の活用

窓口で
各支援機関と連携しながら専門家が
その場で解決

知財プロデューサー(INPIT)

商工会・
商工会議所

金融機関

来訪する中小企業へ
の窓口案内

知財総合支援窓口

中小企業

支
援

相
談

弁理士Navi 弁護士
知財ネット

窓口支援担当

経産局（特許室）

地域における総
合調整機能など

中小企業基
盤整備機構

経営支援など

JETRO

海外侵害情報の提供、
海外展開支援など技術協力・費用

助成など

INPIT

人材育成
支援など

必要に応じて窓口に常駐する弁理
士や弁護士等の知財専門家が解
決支援

知財支援人材
データベース

公設試等
支援機関

知財専門家

支援人材データベースを活用した
知財専門家の活用

窓口で
各支援機関と連携しながら専門家が
その場で解決

知財プロデューサー(INPIT)

商工会・
商工会議所
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特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室 

 

 

 

 

 

 

【概要】 

 特許制度の見直しについては、２０１０年４月より産業構造審議会 知的財産政策部会 特許

制度小委員会において御議論いただいてきた。 

 具体的には、①中小企業に対する減免制度の適用期間の延長（図１）、②通常実施権を登録

しなくても、第三者からの差止請求等に対抗できることとする当然対抗制度の導入（図２）

等について検討を進め、２月１日に報告書を取りまとめた。 

 

【アウトカム】 

 知的財産制度のユーザーの利便性を向上させることによりイノベーションの裾野を広げる

とともに、社外技術を活用するために必要な通常実施権の保護強化等を図ることで、イノベ

ーションを促進する。 

 

【今後の取組】 

 今後、上記の検討項目について、産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会にお

いて取りまとめた報告書の内容を踏まえ、特許法の改正案を国会に提出予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザーの利便性向上に資する特許制度の見直し 

△
①
出
願
料

△
②
審
査
請
求
料

△
登
録

△
権
利
期
間
終
了

（③特許料）審査

１～３年 約0.4万円
４～６年 約1.1万円
７～９年 約3.5万円

１０年目以降 約10万円

※１年当たり

図１：中小企業に対する減免制度
（現行）特許料 減免期間１～３年 拡充

②特許権の譲渡
①ライセンス契約

ライセンスを
受けた者

図２：当然対抗制度の導入

第三者

登録されていない場合、
差止請求等を受け得る

登録がなくても対抗可能に

特許権者



文部科学省研究開発局参事官付 

 

【概要】 

■ ユーザーニーズを踏まえた衛星・ロケットの技術開発を推進するとともに、宇宙の利用を促進。 

■ 国際共同研究等による宇宙外交のほか、我が国の宇宙技術の海外展開に向けた取組を実施。 

■ 「はやぶさ」「イカロス」等、我が国が誇る最先端の科学・技術力を世界に向けてアピール。 

【アウトカム】 

■ 国民に夢と希望を与えるとともに、安心・安全で豊かな社会の実現、産業振興等に貢献する。 

 

【2010 年の主な成果】 

◆ 宇宙利用の促進による成長の実現 

○新たな宇宙利用ニーズの可能性を有し、我が国の強みを活かせる小型ロケットの開発に着手（8 月）し、

小型衛星を開発 

○宇宙利用を広げる可能性を有する測位分野の技術・利用実証を行うための準天頂衛星「みちびき」を打上

げ、実験を開始。あわせて測位分野での新たな宇宙利用の方法を開発する取組みを開始（9月）。 

○地球観測衛星は災害状況把握、地球環境監視等に広く利用されるなど、衛星データの利用促進にも貢献。 

 

◆ 宇宙外交と我が国の宇宙システムのパッケージによる海外展開 

○アジア太平洋地域宇宙機関会議（APRSAF）をオーストラリアで開催し、衛星を使った災害状況把握等の促

進を我が国主導で図り、また、我が国の準天頂衛星を使った共同研究への参加を呼びかけ（11月）。 

○大学等による超小型衛星の研究開発をアジア等新興国との協力による人材育成と組み合わせた事業を開

始（11月）。諸外国から高い関心を呼んでいる。 

 

◆ 最先端宇宙科学・技術による競争力の確保 

○H-ⅡA ロケット 17 号機（5 月）および 18 号機（9 月）の打上げにより、12 機連続成功と

なり、成功率は94.4%に達した（世界の主要ロケットと比肩）。 

また、種子島と内之浦においてロケット打上げ制限期間が撤廃され（7月）、2011年度より

打上げの通年化が実現されたことで、ロケット打上げビジネスの国際競争力がさらに向上。 

○小惑星探査機「はやぶさ」が、世界初の月以外の天体からのサンプルリターンに成功（6

月に地球帰還、11 月に微粒子の起源判明）。また、地球に帰還したカプセル等の巡回展示では全国の博物

館等で延べ20万人以上の来場者を動員（７月～）。 

○宇宙ヨット「イカロス」による世界初の太陽光を利用した宇宙航行の実証（５月～）等を通じ、我が国の

技術力の高さ・信頼度の高さをアピール。 

 

 

 

 

 

 

【今後の取組】 

○H-ⅡBロケット２号機により打ち上げた宇宙ステーション補給機「こうのとり」2号機(ＨＴＶ2)による国

際宇宙ステーション（ISS）への補給を実施。これにより、ISS 計画における我が国の責務を着実に履行

するとともに、我が国の国際的なプレゼンスを示す。 

○引き続き、ロケットの信頼性向上等を進め、打上げの成功を図り、開発初期 20 機で世界最高水準の打上

げ成功率95％達成を目指すとともに、海外から受注した打上げの成功に向けて準備を進める。 

○宇宙システムのパッケージによる海外展開に資する超小型衛星の研究開発を通じた人材育成に取り組む

とともに、次回12月開催予定のAPRSAF において、アジア太平洋地域における宇宙利用を促進するなど、

宇宙新興国との協力を推進。 

○現在運用中の「だいち」、「いぶき」の観測データのさらなる利用により、地球観測衛星データの国内外に

おける利用促進や国際協力に貢献。 

 
試料採取イメージ図        「はやぶさ」が大気圏に           「はやぶさ」カプセルから回収された 

突入した際に発した火球                      微粒子の電子顕微鏡写真 

宇宙開発利用の推進 
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文化庁長官臣官房著作権課 

 

 

 

 

 

【概要】 

■ 近年のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、インターネットにおける著作物の

利用に関する課題を中心に著作権法制の見直しの要請が高まっている中、２００９年

５月より文化審議会著作権分科会法制問題小委員会において「権利制限の一般規定」

について検討を開始。 

 

■ ２０１０年４月の中間まとめを経て、同年１２月に同小委員会において「権利制限の 

一般規定に関する報告書」が取りまとめられた。 

 

 【今後の取組】 

■ 文化審議会著作権分科会で著作権等に係る権利制限の一般規定の導入に向けた方針を

取りまとめ（2011 年１月）、著作権法の一部改正法案の準備作業に着手 

 

【権利制限の一般規定の内容について】 

 

著作権等に係る権利制限の一般規定の整備 
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経済産業省商務情報政策局情報処理振興課 

国土交通省住宅局建築指導課       

 

 

 

 

【概要】 

■ コンテナ型データセンタの設置について、これを建築物と見なすと建築確認等が必要と

なり、迅速な設置が妨げられるとの声がある。コンテナ型データセンタについては、無

人運転が基本である等、その利用実態を踏まえて建築基準法上の建築物の対象外とする

ことを検討する。 

 

【アウトカム】 

■ 建築基準法の運用の明確化を実施し、コンテナ型データセンタの国内立地を促進。 

 

【今後の取組】 

 内部に人が原則として入らないコンテナ型データセンタについては、建築物に該当し

ない設備機器として取り扱うことに関し、運用を明確化し、平成２２年度中に特定行

政庁及び指定確認検査機関等に対し周知徹底を図る。当該措置により、一定のコンテ

ナ型データセンターは建築基準法上の建築物と見なされないこととなり、コンテナ型

データセンタの設置の円滑化が図られる。 

 

データセンタの国内立地整備等の制度見直しの検討 
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内閣官房情報通信技術担当室 

 

 

 

 

【概要】 

■ 「新たな情報通信技術戦略」（2010 年５月ＩＴ戦略本部決定）、同工程表（2010 年６月

ＩＴ戦略本部決定）を踏まえ、2010 年９月から、ＩＴ戦略本部企画委員会の下に ITS

に関するタスクフォースを設け、これまでに５回開催（平成２３年１月７日時点）。 

■ 上記タスクフォースにおいて、渋滞の発生メカニズム等を議論。官民の交通情報の

共有化については、具体的な目的を明確にした上で、産学官で技術的検証を実施し、

諸外国の状況を把握した上で、体制・制度を検討していく方向で進めることを確認。 

 

【今後の取組】 

■ 工程表に示す通り、2013 年度でのグリーンＩＴＳサービスの運用開始に向け、2011

年度に運用モデルの検討とプローブ情報の集約・活用の効果検証を行なう予定。 

■ その実施に資するロードマップの策定について、2011 年 1 月以降引き続き、ITS に

関するタスクフォースを開催し、2011 年 3 月中に「ITS に関するタスクフォース」

報告書のとりまとめを予定。

・誰でも、どこでも快適に移動できる社会

交通の高度情報化の活用イメージ

バス 貨物車両 乗用車 トラック

固定センサー、光ビーコン、DSRC、携帯電話網、 業務無線など

ETC 鉄道

信号

道路画像

タクシー

駐車場

道路災害状況把握

交通・路面状況把握

円滑な交通流を実現
する道路計画

交通流制御の高度化・
最適経路案内

ICｶｰﾄﾞ

車両位置・動態管理

省エネ運転・安全運転診断

ＣＯ２排出状況把握

物流の効率化

 

 

交通の高度情報化、システムの海外展開を見据えたロードマップの策定 
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内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（産業・雇用担当）付 

 

 

 

【概要】 

■ 雇用戦略対話第６回会合（平成 22 年 12 月 15 日開催）において、労働・産

業関係者、有識者及び政府関係者は、現下の雇用情勢に適切に対応するため、

「雇用戦略・基本方針 2011」を合意。同方針に基づき、関係諸施策を実施す

る。 

 

【今後の取組】 

■ 今後の雇用戦略は、現下の雇用情勢の動向を注意深く見守り、「雇用」を基

軸とした３段構えの経済対策の推進等を進めていく。 

・ 既に実施段階にある「ステップ１」と「ステップ２」の着実な実施を図

り、適切な雇用対策を講じる。 

・ さらに、同方針に盛り込まれた施策は、「ステップ３」として、平成 23

年度に実施し、新成長戦略の実現に向けて新成長戦略実現会議とも連携を

図りつつ、本格的な「雇用・人材戦略」の推進を図る。 

 

【雇用戦略・基本方針 2011 に盛り込まれた主要政策の概要】 

１．雇用を「つなぐ」 

（１）新卒者等雇用対策の推進 

（２）トランポリン型セーフティネットの確立 

① 求職者支援制度の創設の検討 

② パーソナル・サポートなどの推進 

（３）ジョブ・カード制度の見直し・推進 

（４）実践キャリア・アップ戦略の推進 

（５）障がい者雇用の促進 

２．雇用を「創る」 

（１）「日本国内投資促進プログラム」の推進 

（２）子育て分野の雇用創出（「待機児童解消『先取り』プロジェクト」の推進） 

（３）介護、医療分野の雇用創出 

（４）環境・エネルギー分野の雇用創出（グリーン・イノベーションの推進） 

（５）実践キャリア・アップ戦略の推進（再掲） 

（６）基金を活用した成長分野の雇用創出 

（７）地域の雇用創造等 

３．雇用を「守る」 

（１）「日本国内投資促進プログラム」の推進（再掲） 

（２）雇用調整助成金の活用 

（３）労働保険特別会計による事業 

（４）中小企業への支援 

雇用戦略の推進 
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厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課 

 

 

【目的】 

■ 急速に少子高齢化が進展し、公的年金支給開始年齢（報酬比例部分）の６５歳への引上げが開始

される平成２５年度を目前に控え、意欲と能力のある高年齢者が、長年培った知識や経験を活かし

て働くことができ、生活の安定を図ることができる社会を実現する必要がある。 

このため、平成１６年の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正の施行状況も踏まえ、今

後の高年齢者の雇用・就業機会の確保のための総合的な対策を検討することを目的として、学識経

験者の参集を求め、「今後の高年齢者雇用に関する研究会」を開催する。  

 

【検討事項】 

■ 研究会においては次に掲げる事項を中心として調査・検討を行う。 

（１） 希望者全員の６５歳までの雇用確保策 

（２） 年齢に関わりなく働ける環境の整備  

 

【スケジュール】 

■ 平成２２年１１月から平成２３年春頃までを目途に随時開催する。 

 

【参集者】 

（１）労働経済              （２）人的資源管理 

  権丈英子 亜細亜大学経済学部准教授    佐藤博樹  東京大学社会科学研究所教授 

 駒村康平  慶應義塾大学経済学部教授    藤村博之  法政大学キャリアセンター長 

 清家篤  慶應義塾長（座長）      （３）労働法 

                         岩村正彦  東京大学法学部教授 

                          小畑史子  京都大学大学院地球環境学堂准教授 

【開催実績】 

■ 第１回 平成２２年１１月 ５日     ■ 第２回 平成２２年１２月１３日 

 

【参考】 

■ 就業率の推移（60 歳～64 歳） 
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「今後の高年齢者雇用に関する研究会」における高齢者雇用対策の検討 

（年） 

（資料出所）総務省統計局「労働力調査」 
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